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　 （ 目 的 ）  

第 １ 条 　 こ の 要 領 は 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 20 1号 。 以 下

　 「 法 」 と い う 。） 第 12条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 建 築 物 、 同 条 第

　 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 昇 降 機 お よ び 昇 降 機 以 外 の 建 築 設 備 等 な

　 ら び に 法 第 8 8条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 準 用 さ れ る 工 作 物 （ 以 下

　 「 建 築 物 等 」 と い う 。） の 定 期 調 査 、 検 査 報 告 （ 以 下 「 定 期 報

　 告 」 と い う 。） に 関 し て 、 定 期 報 告 制 度 の 適 切 な 事 務 処 理 を 図

　 る こ と を 目 的 と す る 。  

　 　 な お 昇 降 機 に お い て は 、 東 北 ブ ロ ッ ク 昇 降 機 検 査 協 議 会 （ 以

　 下 「 協 議 会 」 と い う 。） が 定 め る 一 般 社 団 法 人 東 北 ブ ロ ッ ク 昇

　 降 機 定 期 検 査 報 告 事 務 基 準 を 運 用 す る も の と す る 。  

 

　 （ 定 期 報 告 台 帳 整 備 ）  

第 ２ 条 　 事 務 処 理 に 使 用 す る 定 期 報 告 の 対 象 建 築 物 等 の 台 帳 (以

　 下 ｢定 期 報 告 台 帳 ｣と い う 。） を 各 年 度 ご と に 整 備 す る も の と す

　 る 。  

 

　 （ 対 象 建 築 物 等 へ の 報 告 通 知 ）  

第 ３ 条 　 建 築 物 等 に お い て 報 告 期 限 か ら ３ か 月 前 に 所 有 者 （ 所

　 有 者 と 管 理 者 が 異 な る 場 合 に お い て は 、 管 理 者 。 以 下 「 所 有

　 者 等 」 と い う 。） あ て に 通 知 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） す る も の と す

　 る 。 ま た 、 報 告 期 限 か ら １ か 月 経 過 後 、 報 告 が 無 い も の に つ

　 い て は 再 通 知 (別 記 第 ２ 号 様 式 ） す る も の と す る 。  

 

　 （ 定 期 報 告 書 の 提 出 ）  

第 ４ 条 　 建 築 物 等 に お い て 定 期 報 告 書 (以 下 「 報 告 書 」 と い う 。）



　 の 提 出 部 数 は 、 正 本 １ 部 、 副 本 １ 部 お よ び 概 要 書 １ 部 の 計 ３

　 部 と し 、 正 本 お よ び 概 要 書 は 特 定 行 政 庁 用 、 副 本 は 所 有 者 等

　 用 と す る 。  

２ 　 報 告 書 の 提 出 は 、 特 殊 建 築 物 等 の 定 期 報 告 に 関 す る 業 務 委

　 託 の 契 約 先 (以 下 「 委 託 先 」 と い う )と す る 。  

 

  （ 報 告 内 容 の 審 査 ）  

第 ５ 条 　 報 告 書 を 委 託 先 か ら 受 理 し た 場 合 は そ の 内 容 を 審 査 し 、

　 そ の 結 果 を 定 期 報 告 台 帳 に 記 入 す る も の と す る 。  

 

　 （ 通 知 等 ）  

第 ６ 条 　 前 条 の 結 果 に よ り 、 次 の い ず れ か の 定 期 調 査 (検 査 )報

告 結 果 通 知 書 を 副 本 に 添 え て 所 有 者 等 へ 通 知 す る も の と す る 。 

　 (1) 是 正 を 必 要 と す る 項 目 が な い 場 合 は 別 記 第 ３ 号 様 式 　 　  

　 (2 )  是 正 を 必 要 と す る 項 目 が あ り 、 既 存 不 適 格 の 項 目 が な い  

場 合 は 別 記 第 ４ 号 の １ 様 式  

　 (3 )  是 正 を 必 要 と す る 項 目 全 て が 既 存 不 適 格 の と き は 別 記 第  

４ 号 の ２ 様 式  

　 (4 )  是 正 を 必 要 と す る 項 目 の 一 部 が 既 存 不 適 格 の と き は 別 記  

第 ４ 号 の ３ 様 式  

２ 　 前 項 の 通 知 を 行 う と き は 、 別 記 第 ５ 号 様 式 に 次 の 事 項 を 記

　 入 す る も の と す る 。  

　 (1) 対 象 建 築 物 の 名 称  

　 (2) 建 築 物 コ ー ド お よ び 報 告 対 象 項 目  

　 (3) 受 取 月 日 お よ び 受 取 状 況  

　 （ 是 正 指 導 ）  

第 ７ 条 　 是 正 を 必 要 と す る 項 目 が あ る 場 合 は 、 報 告 書 に 記 載 さ

れ て い る 特 記 事 項 に よ り 指 導 す る も の と し 、 そ れ に 基 づ く 是 正



が 完 了 し た 場 合 は 、 特 定 建 築 物 の 定 期 調 査 （ 検 査 ） 報 告 書 に 基

づ く 是 正 完 了 報 告 書 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ） を 提 出 さ せ る も の と す

る 。  

 

　 （ 建 築 物 等 の 内 容 の 変 更 ）  

第 ８ 条 　 建 築 物 等 の 内 容 を 変 更 し た 場 合 は 、 定 期 報 告 対 象 建 築

　 物 等 の 変 更 届 （ 別 記 第 ７ 号 様 式 ） を 提 出 さ せ る も の と す る 。  

 

　 （ 調 査 お よ び 検 査 の 基 準 ）  

第 ９ 条 　 調 査 お よ び 検 査 項 目 に 必 要 な 基 準 は 、『 特 定 建 築 物 定 期

調 査 業 務 基 準 (2 0 2 1年 改 訂 版 )』（ 一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協

会 発 行 ）、『 建 築 設 備 定 期 検 査 業 務 基 準 書 (2 0 1 6年 版 )』（ 一 般 財

団 法 人 日 本 建 築 設 備 ・ 昇 降 機 セ ン タ ー 発 行 ）、『 防 火 設 備 定 期

検 査 業 務 基 準 (2 0 2 0年 改 訂 版 )』（ 一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 防 災 協

会 発 行 ） 又 は 『 昇 降 機 ・ 遊 戯 施 設 定 期 検 査 業 務 基 準 書 (2 0 1 7年

版 )』（ 一 般 財 団 法 人 日 本 建 築 設 備 ・ 昇 降 機 セ ン タ ー 発 行 ） に

準 拠 す る も の と す る 。  

 

　 　 　 附 　 則  

　 こ の 要 領 は 、 平 成 18年 ９ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

　 　 　 附 　 則  

　 こ の 要 領 は 、 平 成 20年 11月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

  　   附 　 則  

　 こ の 要 領 は 、 平 成 28年 ９ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

　 　 　 附 　 則  

　 こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

     　 附 　 則  

　 こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 ７ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。  



     　 附 　 則  

　 こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

        附 　 則  

　 こ の 要 領 は 、 令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。


